
国道８号通行止めのお知らせ

高田河川国道事務所

○国道８号上越市加賀交差点～糸魚川市能生交差点において通行止めをし、
集中除雪を行うため、１９時２０分から、加賀交差点において、富山方面
の通行止めを開始しました。

○通行可能になるまでに時間がかかりますが、ご理解とご協力をお願いしま
す。

○北陸自動車道は、通行可能です。（名立谷浜ICは積雪のため出入り不可）

通行止め予定区間

国土交通省北陸地方整備局

高田河川国道事務所 Ｔｅｌ:025-523-3136（代）
じょうえつし みなみしんまち

〒943-0847 上越市南新町３番５６号 http://www.hrr.mlit.go.jp/takada/

お問い合わせ先

平成３０年１月１２日１９：５０現在


